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鳴門教育大学情報基盤センター利用経費取扱要項

平成２６年３月２４日

学 長 裁 定

改正 平成２７年３月１７日

改正 平成２８年３月１７日

（趣旨）

第１条 この要項は，鳴門教育大学情報基盤センター利用規程（平成１７年規程第１４号）

第８条第２項に基づき，鳴門教育大学情報基盤センター（以下「センター」という。）

の利用に係る経費及び負担の方法について必要な事項を定める。

（センター利用経費）

第２条 センター利用に係る経費（以下「センター利用経費」という。）は，次の各号に

掲げる経費とする。

(1) センターが管理する大判カラープリンタ（以下「大判プリンタ」という。）

(2) センターが管理するプリンタ（前号に規定する大判プリンタを除く。以下「プリン

タという」。）

（経費の負担）

第３条 センター利用経費の負担は，利用者が所属するコース等経費からの差引又は利用

者の負担とする。ただし，大判プリンタの利用にかかる経費は，所属のコース等経費か

らの差引に限る。

２ センター利用経費をコース等経費から差し引くときは，事前に所属するクラス担当教

員，指導教員，コース長，専攻長，センター所長，附属学校(園)長又は課長の承認を得

るものとする。

３ 前項の承認の後，大判プリンタについては，所定の利用申請書により，プリンタにつ

いては，別紙様式第１号に定める申請書により，情報基盤センター所長（以下「センタ

ー所長」という。）の承認を得るものとする。

４ プリンタの経費を利用者が負担するときは，別紙様式第２号に定める申請書（以下「申

請書」という。）によりセンター所長の承認を受けた後，経営企画本部財務課において

経費を納付し，発行された領収書を申請書に添えてセンターへ提示するものとする。

５ 利用者が納付した経費は，原則として返還しない。

（プリンタの利用）

第４条 大判プリンタの利用にかかる経費は，別表に定めるとおりとする。

２ プリンタの利用は，印刷利用ポイント（以下「ポイント」という。）によるものとす

る。

３ ポイントは，１ポイント１円として換算する。

４ 印刷に要するポイントは，白黒１枚につき４ポイント，カラー１枚につき１２ポイン

トとする。

５ ポイントの使用は，原則として，１利用者につき年間１，２００ポイントを上限とす

る。

６ 学生は，在学中に限り，ポイントの残数を次年度に繰り越すことができる。
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７ 利用者間で，ポイントの授受はできない。

（ポイントの追加）

第５条 学生は，ポイントの残数が０になった場合に限り，ポイントを追加することがで

きる。

２ ポイントの追加は，１回につき１，０００ポイント（１，０００円）とする。

附 則

この要項は，平成２６年４月１日から実施する。

附 則

この要項は，平成２７年４月１日から実施する。

附 則

この要項は，平成２８年４月１日から実施する。

別表（第４条関係）

用紙 光沢フォト 厚手コート コート紙 ソフトクロ キャンパス 耐久バナー

規格 紙 紙 （円／１枚） ス （円／１枚）（円／１枚）

半光沢フォ （円／１枚） （円／１枚）

ト紙

（円／１枚）

Ａ０ １，４００ ５００ ４２０ １，０２０ ７，４１０ ２，０９０

Ａ１ ７００ ２５０ ２１０ ６６０ ３，７１０ １，０５０

Ａ２ ３５０ １５０ １２０ ３３０ ２，６２０ ７１０

Ａ３ １８０ ９０ ７０ ２２０ １，８２０ ４９０

Ａ４ ９０ ６０ ５０ １５０ １，２７０ ３５０

Ｂ０ ２，０００ ６００ ５００ １，２５０ ９，２４０ ２，６２０

Ｂ１ １，０００ ３００ ２５０ ６２０ ４，６２０ １，７８０

Ｂ２ ５００ １８０ １４０ ４００ ３，１９０ ８７０

Ｂ３ ２５０ １１０ ７０ ２７０ ２，２７０ ６００

Ｂ４ １３０ ７０ ４０ １８０ １，５８０ ４１０
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プリンタ印刷利用ポイント追加申請書（コース等経費負担）

情報基盤センター所長
承認年月日 平成 年 月 日

申請年月日 平成 年 月 日

鳴門教育大学情報基盤センター所長 殿

所 属

学部・大学院( 修士・博士 )・研究生・その他

学年 年

学籍番号

氏 名 ㊞

メールアドレス

プリンタ印刷
１，０００ ポイント 経費負担額 １，０００ 円

利用ポイント

申 請 理 由

クラス担当教員・指導教員・コース長等 氏名： ㊞

(注) １ コース長等とは，コース長（特別支援専攻にあっては,専攻長とする。），センター所長，

附属学校長（附属幼稚園にあっては，園長とする。）及び課長をいう。

２ 利用に係る経費は,申請者が所属するコース等経費から，『当月末締め，翌月振替』で差し

引くものとする。

なお,２月・３月の利用については，２ヶ月分を４月に振替のため,新年度（４月以降）に

在籍しているクラス担当教員・指導教員・コース長等の承認を得ること。

３ プリンタ印刷利用ポイントの追加は,1回につき１，０００ポイント(１，０００円)とする。

４ プリンタ印刷ポイントの残数が０になった場合に限り，ポイントを追加することができる。

５ 追加したプリンタ利用ポイントは，在学中に限り，次年度に繰り越すことができる。

６ 情報基盤センター所長承認後，承認年月日，担当者及び備考を記入し，申請書の写を送付

することにより承認通知とする。

７ 納付したプリンタ印刷利用ポイント追加に係る経費は，原則として返還しない。

備考 印刷する場合の規格は，Ａ４とする。

別紙様式第１号（第３条第３項関係）
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プリンタ印刷利用ポイント追加申請書（利用者負担）

情報基盤センター所長
承認年月日 平成 年 月 日

申請年月日 平成 年 月 日

鳴門教育大学情報基盤センター所長 殿

所 属

学部・大学院( 修士・博士 )・研究生・その他

学年 年

学籍番号

氏 名 ㊞

メールアドレス

プリンタ印刷
１，０００ ポイント 経費負担額 １，０００ 円

利用ポイント

申 請 理 由

(注) １ プリンタ印刷利用ポイントの追加は,1回につき１，０００ポイント(１，０００円)とする。

２ プリンタ印刷ポイントの残数が０になった場合に限り，ポイントを追加することができる。

３ 追加したプリンタ利用ポイントは，在学中に限り，次年度に繰り越すことができる。

４ 情報基盤センター所長承認後,承認年月日を記入し,申請者に写を送付することにより承認

通知とする。

５ 承認後は速やかに,経営企画本部財務課にて経費を納付し,経営企画本部財務課が発行する

領収書を，承認通知とともに情報基盤センターへ持参すること。

（領収書確認後にポイント追加処理を実施する。）

６ 納付したプリンタ印刷利用ポイント追加に係る経費は，原則として返還しない。

備考 印刷する場合の規格は，Ａ４とする。

別紙様式第２号（第３条第４項関係）


